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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】服薬や生体情報の測定などの人が行なうべき健
康管理の実行を、精神的な安らぎを考慮しつつ補助し得
る、従来にない健康管理型のペットロボットを提供する
。
【解決手段】健康管理型ペットロボットは、住宅内を移
動可能とする移動手段と、予め設定された実行条件を記
憶する実行条件記憶手段１２２と、該実行条件記憶手段
１２２に記憶された前記実行条件の成立を検出する実行
条件検出手段１０４と、該実行条件検出手段１０４によ
って前記実行条件の成立が検出されたことを条件として
、予め設定された健康管理作動を実行する健康管理作動
実行手段１０６とを、備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住宅内を移動可能とする移動手段と、
　予め設定された実行条件を記憶する実行条件記憶手段と、
　該実行条件記憶手段に記憶された前記実行条件の成立を検出する実行条件検出手段と、
　該実行条件検出手段によって前記実行条件の成立が検出されたことを条件として、予め
設定された健康管理作動を実行する健康管理作動実行手段と
を、備えていることを特徴とする健康管理型ペットロボット。
【請求項２】
　人を認識する人認識手段を備えており、
　該人認識手段によって人が認識される位置まで移動するように前記移動手段を作動制御
する人探査制御手段を備えている請求項１に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項３】
　人を認識する人認識手段を備えており、
　該人認識手段で人が認識されていることを条件として、前記実行条件検出手段による前
記実行条件の成立の検出と前記健康管理作動実行手段による前記健康管理作動との少なく
とも一方が実行されるようになっている請求項１又は２に記載の健康管理型ペットロボッ
ト。
【請求項４】
　前記実行条件記憶手段が記憶する前記実行条件が特定の時刻条件である一方、前記実行
条件検出手段がタイマーを有しており、該タイマーにより該時刻条件の成立が検出された
ことを条件として、前記健康管理作動実行手段による前記健康管理作動を実行する請求項
１～３の何れか一項に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項５】
　前記健康管理作動実行手段が実行する前記健康管理作動が、薬品の服用を指示する服薬
指示作動を含む請求項４に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項６】
　薬品の収容スペースと、該収容スペースに収容された該薬品を所定量ずつ該収容スペー
スから送り出す送出機構と、該送出機構によって送り出された該薬品を外部から取り出し
可能に提供する薬品提供部とを備えており、
　前記服薬指示作動が、該収容スペースに収容された該薬品を該送出機構によって該薬品
提供部へ送り出す作動を含んで構成されている請求項５に記載の健康管理型ペットロボッ
ト。
【請求項７】
　外部への報知手段を備えており、
　前記服薬指示作動が、該報知手段による報知作動を含む請求項５又は６に記載の健康管
理型ペットロボット。
【請求項８】
　前記健康管理作動実行手段が実行する前記健康管理作動が、前記薬品の服用の確認作動
を含む請求項５～７の何れか一項に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項９】
　前記健康管理作動実行手段が、人の生体情報を取得する生体情報取得手段を備えている
請求項１～８の何れか一項に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項１０】
　前記生体情報が、心拍数と血圧と血糖値と呼吸数と体温と呼気成分と発声状態の少なく
とも一つである請求項９に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項１１】
　前記生体情報取得手段で取得された前記生体情報を予め設定された該生体情報の許容範
囲と比較し、かかる許容範囲から外れた場合に警告を報知する警告報知手段を備えている
請求項９又は１０に記載の健康管理型ペットロボット。
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【請求項１２】
　前記警告報知手段が、外部の第三者への報知作動の実行を含む請求項１１に記載の健康
管理型ペットロボット。
【請求項１３】
　外部との相互通信手段を備えており、
　前記健康管理作動実行手段による前記健康管理作動が、該相互通信手段による外部との
情報の相互通信作動を含む請求項１～１２の何れか一項に記載の健康管理型ペットロボッ
ト。
【請求項１４】
　予め設定された対象とする人を認識する対象人認識手段と、
　該対象人認識手段で認識された該対象とする人を追従するように前記移動手段を作動制
御する人追従制御手段と
を、備えている請求項１～１３の何れか一項に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項１５】
　前記対象人認識手段で対象とされた人における予め設定された特定の動作を認識する対
象動作認識手段を備えており、
　該対象動作認識手段を利用して前記実行条件検出手段と前記健康管理作動実行手段との
少なくとも一方が構成されている請求項１４に記載の健康管理型ペットロボット。
【請求項１６】
　前記対象動作認識手段で認識される前記特定の動作が、前記実行条件記憶手段に記憶さ
れて前記実行条件検出手段で検出される前記実行条件とされている請求項１５に記載の健
康管理型ペットロボット。
【請求項１７】
　前記実行条件とされている前記対象動作認識手段で認識される前記特定の動作が、服薬
動作と睡眠動作との少なくとも一方である請求項１６に記載の健康管理型ペットロボット
。
【請求項１８】
　前記健康管理作動実行手段によって実行された前記健康管理作動を記憶する健康管理情
報記憶手段を備えている請求項１～１７の何れか一項に記載の健康管理型ペットロボット
。
【請求項１９】
　定期的な料金の支払いを条件として前記健康管理作動の実行を提供する課金システムが
組み合わされて採用されている請求項１～１８の何れか一項に記載の健康管理型ペットロ
ボット。
【請求項２０】
　生物の擬似的な外観を備えている請求項１～１９の何れか一項に記載の健康管理型ペッ
トロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば服薬や体調などの人の健康に関して管理を行なうペット型ロボットに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人が生活するに際して、何らかの健康管理が必要とされる場合が多い。例えば病気療養
中の人は定期的に薬を服用する必要があることが多く、また、健康維持のために血圧など
の生体情報を定期的に測定して確認したい場合もある。
【０００３】
　ところが、このような健康管理は、略毎日行なう必要があるが、うっかり忘れてしまう
ことも多い。或いは、忘れていなくても、操作や作業が面倒等の理由で行なわなくなった
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り、おざなりになってしまうこともある。
【０００４】
　また、高齢者や多忙な人等は、薬を飲んだか否かさえ忘れてしまうこともあり、記憶に
よる自身での健康管理が難しい。例えば単身者、特に独居の高齢者では、他者に健康管理
の補助をしてもらうことさえも難しいのが現状である。
【０００５】
　なお、特開２０１５－２２２４６６号公報（特許文献１）に開示されているように、時
計を用いて、予め設定された服薬などの健康管理の時刻にアラームを鳴らして報知するこ
とも考えられるが、時計では余りにも機械的であり、機械に命令をされるように感じられ
ることから違和感を抱くことが多い。特に単身者や独居の高齢者にとっては、機械によっ
て行動を管理されているようで精神的な安らぎを感じることができず、一層の不安を募ら
せるおそれもあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－２２２４６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解決課題とするとこ
ろは、服薬や生体情報の測定などの人が行なうべき健康管理の実行を、精神的な安らぎを
考慮しつつ補助し得る、従来にない健康管理型のペットロボットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる課題を解決するために為された本発明の第一の態様は、住宅内を移動可能とする
移動手段と、予め設定された実行条件を記憶する実行条件記憶手段と、該実行条件記憶手
段に記憶された前記実行条件の成立を検出する実行条件検出手段と、該実行条件検出手段
によって前記実行条件の成立が検出されたことを条件として、予め設定された健康管理作
動を実行する健康管理作動実行手段とを、備えている健康管理型ペットロボットを、特徴
とする。
【０００９】
　本態様では、動物のように住宅内を移動する機能を備えたペットロボットとして構成さ
れることから、単に機能だけを求めた特許文献１に記載の如き従来発明に比して、使用者
に対して外観的に安らぎを与えつつ、服薬や生体情報取得などの健康管理について補助な
どの作動を提供することが可能になる。
【００１０】
　また、特許文献１に記載のように病院などで多人数を集中して管理する大掛かりなシス
テムを必須とすることもなく、住宅内で使用可能であることから、自宅で生活しながら必
要な健康管理の補助を受けることもできる。
【００１１】
　本発明の第二の態様は、前記第一の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて、人
を認識する人認識手段を備えており、該人認識手段によって人が認識される位置まで移動
するように前記移動手段を作動制御する人探査制御手段を備えているものである。
【００１２】
　本態様では、人を認識できる位置、換言すれば人がペットロボットを認識できる位置に
、ペットロボットが適宜に移動し得ることとなる。それ故、無秩序に移動する場合に比し
て、人を追うように移動したり、或いは何等かの作動を行なう際や、呼び声や音などが発
生したら人の見える位置に移動したりするようなことも可能となる。その結果、例えば使
用者に対して一層の親近感を抱かせて安心させるような効果も期待できる。
【００１３】
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　本発明の第三の態様は、前記第一又は第二の態様に係る健康管理型ペットロボットにお
いて、人を認識する人認識手段を備えており、該人認識手段で人が認識されていることを
条件として、前記実行条件検出手段による前記実行条件の成立の検出と前記健康管理作動
実行手段による前記健康管理作動との少なくとも一方が実行されるようになっているもの
である。
【００１４】
　本態様では、人を対象とする健康管理の補助作動を、人の存在を前提としてより効率的
に実行させることで、人が存在しない留守等の状況下での不必要な作動の実行を回避する
ことも可能となる。より具体的には、例えば対象となる人の存在下だけで、投薬の指示な
どの健康管理作動を行なったりすることも可能になる。
【００１５】
　また、本態様は、前記第二の態様と組み合わせて採用することで、住宅内で人を捜して
移動し、人が見つかった場合にだけ実行条件の成立の検出や健康管理作動を行なうことも
可能である。それによって、人を捜して見つけたうえで、予め設定された健康管理作動を
行なうことで、目的とする健康管理の補助作動がより効果的に実行することができる。
【００１６】
　本発明の第四の態様は、前記第一～三の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボット
において、前記実行条件記憶手段が記憶する前記実行条件が特定の時刻条件である一方、
前記実行条件検出手段がタイマーを有しており、該タイマーにより該時刻条件の成立が検
出されたことを条件として、前記健康管理作動実行手段による前記健康管理作動を実行す
るものである。
【００１７】
　本態様では、例えば以下の第五～八の態様に記載する服薬などのように、予め定められ
た定期的な健康管理が必要とされる場合に、健康管理の補助作動が有効に実現可能となる
。なお、本態様は、例えば前記第二及び第三の態様と組み合わせて採用することが可能で
あり、それによって、人が存在している場合にだけ、タイマーによる時刻条件の成立が検
出されて、投薬等の健康管理の作動が実行されるようにしても良い。
【００１８】
　本発明の第五の態様は、前記第四の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて、前
記健康管理作動実行手段が実行する前記健康管理作動が、薬品の服用を指示する服薬指示
作動を含むものである。
【００１９】
　本発明の第六の態様は、前記第五の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて、薬
品の収容スペースと、該収容スペースに収容された該薬品を所定量ずつ該収容スペースか
ら送り出す送出機構と、該送出機構によって送り出された該薬品を外部から取り出し可能
に提供する薬品提供部とを備えており、前記服薬指示作動が、該収容スペースに収容され
た該薬品を該送出機構によって該薬品提供部へ送り出す作動を含んで構成されているもの
である。
【００２０】
　本態様では、ペットロボットの内部に薬品を収容しておくことが可能であり、適切な服
薬タイミングで適切な量の薬品が提供されることから、服薬量をより正確に管理すること
も可能になる。
【００２１】
　本発明の第七の態様は、前記第五又は第六の態様に係る健康管理型ペットロボットであ
って、外部への報知手段を備えており、前記服薬指示作動が、該報知手段による報知作動
を含むものである。
【００２２】
　本態様において、例えば音声やブザーなどの音や光等によって対象者に報知することで
報知作動を実行することも可能であるが、その他、例えば外部との通信機能を備えること
でＥ－Ｍａｉｌや無線通信などによる対象者の携帯端末やリストバンド等への報知も可能
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である。
【００２３】
　本発明の第八の態様は、前記第五～七の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボット
において、前記健康管理作動実行手段が実行する前記健康管理作動が、前記薬品の服用の
確認作動を含むものである。
【００２４】
　本態様では、服薬指示作動の結果、服薬が実行されたか否かを確認することで、定期的
な服薬の実行をより確実に管理することが可能になる。なお、服薬の確認作動は、例えば
服薬指示を受けた者が服薬後にペットロボットに装備された所定の確認スイッチを操作す
ることの他、例えば、ペットロボットに音声認識手段や画像認識手段を装備させて、音声
によって服薬完了を伝えて確認処理したり、服薬動作を画像認識させて服薬完了を確認処
理することも可能である。また、前記第六の態様を組み合わせて採用した場合には、薬品
提供部に送り出されて保持された薬品が取り出されたことを検知するセンサ手段や画像処
理手段を採用し、当該薬品が薬品提供部から取り出されたことをもって服薬の実行を確認
処理するようにしても良い。
【００２５】
　本発明の第九の態様は、前記第一～八の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボット
において、前記健康管理作動実行手段が、人の生体情報を取得する生体情報取得手段を備
えているものである。
【００２６】
　本態様では、健康管理や健康維持等の目的で、例えば定期的に測定して体調を管理する
ことが必要とされるような生体情報を、ペットロボットが取得することで、使用者の負担
が軽減され得る。しかも、移動手段を備えたペットロボットによって生体情報を取得する
ことで、無機質で機械的な管理態勢よりも少なくとも温かみを感じられる環境を作ること
が可能になり、対象者の精神的なやすらぎや安心感の向上を図ることもできる。
【００２７】
　本発明の第十の態様は、前記第九の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて、前
記生体情報が、心拍数と血圧と血糖値と呼吸数と体温と呼気成分と発声状態の少なくとも
一つとされているものである。
【００２８】
　本態様では、健康状態を推定する客観的な生体情報を適宜に或いは定期的に取得するこ
とで、対象者の健康管理を補助することが可能になる。なお、具体的な情報取得機構は、
従来から公知のものが何れも採用可能である。
【００２９】
　本発明の第十一の態様は、前記第九又は十の態様に係る健康管理型ペットロボットにお
いて、前記生体情報取得手段で取得された前記生体情報を予め設定された該生体情報の許
容範囲と比較し、かかる許容範囲から外れた場合に警告を報知する警告報知手段を備えて
いるものである。
【００３０】
　本態様では、例えば健康管理作動実行手段によって取得される生体情報が許容範囲を外
れていた場合に、音や光などを発する報知手段により、使用者等に対して警告を与えるこ
とが可能になる。
【００３１】
　本発明の第十二の態様は、前記第十一の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて
、前記警告報知手段が、第三者への報知作動の実行を含むものである。
【００３２】
　本態様では、例えば健康管理作動実行手段によって取得される心拍数や血圧、体温など
の生体情報が異常であった場合に、非常に大きな音で周囲の第三者に知らせたり、Ｅ－Ｍ
ａｉｌや無線通信などで第三者の携帯端末や官公庁の非常通信網へ報知することで、使用
者の予期しない異常状態に速やかに対処することなども可能になる。
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【００３３】
　本発明の第十三の態様は、前記第一～十二の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボ
ットにおいて、外部との相互通信手段を備えており、前記健康管理作動実行手段による前
記健康管理作動が、該相互通信手段による外部との情報の相互通信作動を含むものである
。
【００３４】
　本態様では、例えば有線や無線の通信回線を通じて、健康管理作動実行手段で取得され
る生体情報を適宜に外部へ送信したり、外部からの信号受信によって健康管理作動に際し
ての作動時刻や評価指標などの具体的作動態様を変更したりすること可能になる。また、
例えば健康管理作動実行手段で取得された生体情報を、外部の医療や福祉関連の専門機関
や専門家に送信して、適宜に評価してもらうことも可能となり、更に、かかる評価結果を
使用者へ提供することも可能になる。その際、例えば評価結果を、ペットロボットからの
音声で使用者へ伝えるようにしても良く、それによって高齢者等であっても細かな文字よ
りも認識しやすくなり、一層の安心感を抱かせることも可能となる。
【００３５】
　本発明の第十四の態様は、前記第一～十三の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボ
ットにおいて、予め設定された対象とする人を認識する対象人認識手段と、該対象人認識
手段で認識された該対象とする人を追従するように前記移動手段を作動制御する人追従制
御手段とを、備えているものである。
【００３６】
　本態様では、使用者である人を追従することで、ペットロボットに対する使用者の愛情
の念を一層効果的に抱かせることができるだけでなく、当該人を対象として、服薬の指示
や生体情報の取得などといった健康管理作動を、人の近くでより効率的に実行することも
可能になる。
【００３７】
　本発明の第十五の態様は、前記第十四の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて
、前記対象人認識手段で対象とされた人における予め設定された特定の動作を認識する対
象動作認識手段を備えており、該対象動作認識手段を利用して前記実行条件検出手段と前
記健康管理作動実行手段との少なくとも一方が構成されているものである。
【００３８】
　本態様では、以下に記載する第十六又は第十七の態様に含まれるように、例えば対象人
が睡眠状態であることを対象動作認識手段で認識されたことを実行条件検出手段による条
件の一つとして、健康管理作動実行手段による就寝時の心拍数や体温などの測定を実行し
たり、例えば対象人が服薬動作をしていることを対象動作認識手段で認識されたことを実
行条件検出手段による条件の一つとして、健康管理作動実行手段による服薬時刻や服薬実
行の管理記録の作動を実行することなども可能である。また、例えば対象人が屈伸運動や
歩行運動などの特定の動作をすることを対象動作認識手段で認識したことをもって、健康
管理作動実行手段における健康管理作動として、日々の運動レベルや運動能力の程度の記
録や管理を実行することも可能である。
【００３９】
　本発明の第十六の態様は、前記第十五の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて
、前記対象動作認識手段で認識される前記特定の動作が、前記実行条件記憶手段に記憶さ
れて前記実行条件検出手段で検出される前記実行条件とされているものである。
【００４０】
　本発明の第十七の態様は、前記第十六の態様に係る健康管理型ペットロボットにおいて
、前記実行条件とされている前記対象動作認識手段で認識される前記特定の動作が、服薬
動作と睡眠動作との少なくとも一方とされているものである。
【００４１】
　本発明の第十八の態様は、前記第一～十七の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボ
ットにおいて、前記健康管理作動実行手段によって実行された前記健康管理作動を記憶す
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る健康管理情報記憶手段を備えているものである。
【００４２】
　本態様では、例えば服薬の指示や実行の有無および時刻など、或いは体温や血圧等の生
体情報、日々の睡眠状態や運動の程度等といった健康管理作動実行手段で実行されたり取
得された記録を健康管理情報記憶手段によって取得して適宜に利用することが可能になる
。なお、健康管理情報記憶手段の記憶情報は、必要に応じて、送信機能をもって外部へ送
信可能としても良い。
【００４３】
　本発明の第十九の態様は、前記第一～十八の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボ
ットにおいて、定期的な料金の支払いを条件として前記健康管理作動の実行を提供する課
金システムが組み合わされて採用されているものである。
【００４４】
　本態様では、課金システムを採用することによって、例えば使用者毎に対応したより高
度なサービスにも効率的に対応できるようにすることも可能になる。具体的には、例えば
使用者の体調や状況の変化に応じて、実行条件検出手段による条件の設定や健康管理作動
実行手段による具体的な作動内容などを、適合するように変更することも可能になる。
【００４５】
　本発明の第二十の態様は、前記第一～十九の何れかの態様に係る健康管理型ペットロボ
ットにおいて、生物の擬似的な外観を備えているものである。
【００４６】
　本態様に係るペットロボットでは、外観的に親しみ易くなり、住宅内を移動していても
違和感を抱かせ難くなる。特に生物のペットを模すことで、生物としてのペットを飼育す
ることが難しい場合でも、使用者に対してペットを持つことと類似の環境を与えることが
可能になる。また、ペットロボットを提供することにより、ペット産業界で問題となって
いる動物虐待などの問題の低減にも資することとなる。
【発明の効果】
【００４７】
　上述の説明のように、本発明に従う構造とされたペットロボットによれば、使用者にお
ける自己の健康管理の作業を補助して負担軽減することができる。特に高齢者や独居者に
とって、住宅内を移動するペットのように感ずることで、精神的な安定や安らぎを享受す
ることができ、それが健康に資することも期待され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施形態としてのペットロボットの全体外観を示す斜視図。
【図２】図１に示されたペットロボットにおける物理的な構成を説明するための説明図。
【図３】図１に示されたペットロボットにおける機能ブロック図。
【図４】図１に示されたペットロボットに採用され得る医薬送出手段を実現する構造例を
示す説明図。
【図５】図１に示されたペットロボットにおける人認識手段および人追従制御手段を実現
する作動を説明するためのフロー図。
【図６】図１に示されたペットロボットにおける健康管理作動としての服薬指示を実現す
る作動を説明するためのフロー図。
【図７】図１に示されたペットロボットにおける健康管理作動としての生体情報取得を実
現する作動を説明するためのフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ、詳細に説明する。
【００５０】
　先ず、図１には、本発明の一実施形態としての健康管理型のペットロボット１０が、全
体外観において示されている。
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【００５１】
　本実施形態のペットロボット１０は、胴部１２に対して、各２本の前脚部１４，１４及
び後脚部１６，１６と、頭部１８と、尾部２０が設けられて、全体として猫型の外観形状
を有することでペットロボットとされている。各構造部分は樹脂や金属などの硬質材で形
成されており、必要に応じて、外表面を着色したり、布等の軟質材で覆ったり、植毛等す
ることによって、適宜の意匠や肌触りなどが付与され得る。
【００５２】
　また、胴部１２や頭部１８は、中空構造とされたり空洞部や内部空所が形成されること
により、健康管理用の各種作動を実行するための後述する各種の機器が装備され得るよう
になっている。
【００５３】
　なお、ペットロボット１０の外観形状や具体的構造は限定されるものでない。例えば、
本実施形態の猫型に代えて同じ四足動物である犬等の外観を採用することが可能であるこ
とは勿論、疑似的なペット等の動物の外観を有しない単純なボックス形状等であっても良
いし、或いは二足歩行する人型の外観を備えていても良い。
【００５４】
　また、本実施形態では、胴部１２に対して頭部１８と尾部２０が固定的に取り付けられ
ているが、胴部１２に対して頭部１８及び／又は尾部２０を可動とし、電動モータと駆動
制御手段とにより、首を動かすようにして頭部１８を上下や左右、回動させたり、尾を振
るようにして尾部２０を動かせたりしても良い。特に頭部１８を、例えば略鉛直軸回りの
所定角度範囲で回動可能とすれば、後述するように、頭部１８に装着した撮像手段による
撮像範囲を、胴部１２の移動なしで広い範囲に亘って変化させることが可能になる。その
結果、より効率的に撮像画像などを取得することができる。
【００５５】
　各２本の前脚部１４，１４及び後脚部１６，１６は、それぞれ、第一脚部１４ａ，１６
ａと、第二脚部１４ｂ，１６ｂと、足部１４ｃ，１６ｃとを有している。第一脚部１４ａ
，１６ａは、それぞれ、胴部１２に対して一軸回りの回動作動で屈曲可能に取り付けられ
て第一関節部２２を構成している。第一脚部１４ａ，１６ａと第二脚部１４ｂ，１６ｂと
は、互いに一軸回りの回動作動で屈曲可能に連結されて第二関節部２４を構成している。
更に、第二脚部１４ｂ，１６ｂと足部１４ｃ，１６ｃとは、互いに一軸回りの回動作動で
屈曲可能に連結されて第三関節部２６を構成している。
【００５６】
　このように外観的に四足動物を模した機械的構造を備えた本実施形態のペットロボット
１０は、図２及び図３に示す物理的構成と機能的構成を備えている。
【００５７】
　先ず、四足動物に類似した移動手段が構成されている。具体的には、各２本の前脚部１
４，１４及び後脚部１６，１６における各第一～三の関節部２２，２４，２６には、それ
ぞれ関節を屈曲作動させるアクチュエータとしての電動モータ３０，３２，３４が装備さ
れている。そして、これら各電動モータ３０，３２，３４に対して、バッテリー３６から
の給電がパワーコントローラ３８で制御されることにより、ペットロボット１０が四足歩
行するようになっている。
【００５８】
　なお、パワーコントローラ３８は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）４０において、予め記
憶手段４２に記憶された移動制御プログラムに従って、各電動モータ３０，３２，３４へ
の給電制御を実行するようになっている。具体的には、例えば前進歩行の指令がＣＰＵ４
０からパワーコントローラ３８へ出力されると、４本の脚部１４，１４，１６，１６にお
いて１つずつ順次に脚を持ち上げて前方へ送り出す作動を繰り返すことで、ペットロボッ
ト１０を前方へ移動させるように、各脚の電動モータ３０，３２，３４への給電制御が実
行される。また、前方へ送り出す脚の歩幅を４本の脚部間で相互に異ならせることで、左
右に曲がった歩行を実現したり、持ち上げた遊脚を後方へ送り出す作動を繰り返すことで
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後退の歩行を実現するように、パワーコントローラ３８による電動モータ３０，３２，３
４の作動制御が実行されることとなる。
【００５９】
　この際、例えば前方歩行に際して、前方に送り出す作動をする遊脚の電動モータの負荷
（消費電力）が大きくなった場合には、何らかの障害物が前方に存在すると推定し、所定
量の後退作動の実行後に右又は左への旋回歩行を実行するように移動制御プログラムによ
る歩行制御を行なわせることができる。或いは、遊脚を上方へ持ち上がる高さをより高く
するように電動モータを追加作動させてから前方へ送り出すことで、前方の障害物を乗り
越えたり、前方の障害物の上に乗り上げたりするように、歩行制御を行なわせることなど
も可能である。
【００６０】
　また、前後の各脚部１４，１４，１６，１６の第一関節部２２の回動軸をボールジョイ
ントなどを用いて傾動可能にすると共に、傾動駆動用の電動モータを採用することで、各
脚部１４，１６の送り出し方向を斜め前方や斜め後方に変更することも可能である。これ
により、例えば実質的に移動を伴わないで方向転換する作動も可能になる。
【００６１】
　次に、このような４本の脚部１４，１４，１６，１６と、複数の電動モータ３０，３２
，３４、および電動モータ３０へのバッテリー３６からの給電を制御して歩行作動させる
パワーコントローラ３８を含んで構成された移動手段４４を備えたペットロボット１０は
、人の健康管理作動を実行するための機構を備えている。対象とされる人の健康管理作動
は限定されるものでないが、本実施形態では、服薬の管理作動と、心拍数などの生体情報
の取得やそれに基づく管理作動とを、それぞれ実行し得る機構を備えたペットロボット１
０について例示する。なお、服薬の管理と生体情報の取得等とは、その一方だけを備えて
いても良い。
【００６２】
　先ず、本実施形態のペットロボット１０は、目的とする健康管理作動だけでなく、例え
ば目的とする移動作動を実現したり、使用者や外部の第三者との情報のやりとりを実現し
たり等するのに利用される各種の機能付加機器として、複数種類の外部付加機器４６を備
えている。かかる外部付加機器４６は、ペットロボット１０の本体に内蔵装備されるもの
に限らず、例えば使用者に装着されたセンシング機器からの送信情報をペットロボット１
０が受信する機器の態様で装備されても良い。
【００６３】
　具体的には、外部付加機器４６として、ＣＣＤカメラなどの撮像手段４８と、スピーカ
ーなどの発音手段５０と、音声入力装置としてのマイク手段５２の他、ペットロボット１
０の作動状態の外部表示や各種設定のための入出力装置としても適宜に利用され得るモニ
タ手段５４や、各種情報を含む信号を外部へ無線送信するための外部送信手段５６、各種
情報を含む信号を外部から無線受信するための外部受信手段５８を備えている。なお、無
線送受信手段である外部送信手段５６や外部受信手段５８は、赤外線などの光の送受信装
置も採用可能であるが、好適には電磁波の送受信装置によって構成され、無線ＬＡＮや無
線電話、ブルートゥース（登録商標）などの各種規格の装置が何れも採用可能であり、本
実施形態では、送受信用のアンテナが尾部２０に内蔵されている。
【００６４】
　さらに、本実施形態では、健康管理作動の実行に際して、例えば所定時刻ごとの服薬の
補助作動などに際しての時間管理に利用されるタイマー手段６０に加えて、所定の医薬を
使用者へ提供するための医薬送出手段６２と、当該医薬送出手段６２で提供された医薬が
服薬のために取り出されたことを検知するための医薬検出手段６４を備えている。
【００６５】
　なお、タイマー手段６０は、時計機能に加えて、適宜に設定される日時や時刻に外部へ
電気信号を出力し得るタイマー機能を備えている。タイマー手段６０は、ペットロボット
１０本体に装備される他、例えば外部のタイマー本体から送信されるタイマー信号を外部
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受信手段５８で受信することで構成されていても良い。また、医薬送出手段６２は、ペッ
トロボット１０の本体内に予め収容せしめた医薬を、予め設定された量ずつ、使用者が取
り出すことができる場所へ送り出して、服薬に供する機構とされる。
【００６６】
　具体的には、例えば図４に示されている如き機構をもって、医薬送出手段６２が構成さ
れ得る。先ず、ペットロボット１０の本体内に収容スペース６６を設けて、そこへ錠剤な
どの薬品６８を、数回分以上の量で収容しておく。収容スペース６６の底壁には、薬品６
８を落下させる放出孔７０が設けられていると共に、放出孔７０の外部開口の下方には、
所定量ずつ送り出す送出機構を構成する円板７２が設置されている。
【００６７】
　この円板７２は、水平な中心軸７４の回りでモータ等によって回転駆動されるようにな
っている。また、円板７２の外周面には、周方向に離隔して複数の収容凹部７６が形成さ
れていると共に、収容凹部７６の開口を外周から覆うように、円板７２の略全外周を覆う
ハウジング７８が設けられている。更に、ハウジング７８には、略最下部に位置して開口
する導出孔８０が設けられており、この導出孔８０は、下方に設置された取出スペース８
２に繋がっている。
【００６８】
　取出スペース８２は、ペットロボット１０において使用者が外部から手を入れることが
できるように設けられており、取出スペース８２に送り出されて収容状態で提示された薬
品６８を、使用者が手指で取り出すことができるようになっている。
【００６９】
　このような医薬送出手段６２によれば、円板７２が、電動モータ等で回転駆動されて、
収容凹部７６が略最上部に至り、放出孔７０の開口下に位置せしめられると、放出孔７０
から重力で落下する薬品６８の一錠が、収容凹部７６内へ落下して収納される。そのまま
、円板７２が回転を続けても、薬品６８は、ハウジング７８によって収容凹部７６へ収納
されたままの状態で保持される。そして、収容凹部７６が導出孔８０の上に至ると、収容
凹部７６に対するハウジング７８の覆いが解除されて、薬品６８が重力作用により収容凹
部７６から導出孔８０内へ導き入れられ、導出孔８０を通じて取出スペース８２へ送り出
されることとなる。
【００７０】
　このような医薬送出手段６２では、収容凹部７６の位置や数，大きさ，回転速度などの
適宜の設定で、使用者毎に薬品の形状や数量，服薬時期などに適宜に対応することが可能
となる。また、薬品６８の取出スペース８２を、ペットロボット１０の胸部や臀部、腹部
などに開閉式のカバーを設けて設置する他、顎部に設けた回動軸回りで口を開閉可能とし
て取出スペース８２を設定することも可能である。更にまた、図４に示すように重力を利
用して薬品６８を取出スペース８２へ送り出す他に、コンベアなどを利用して、例えば胴
部内に設けた収容スペース６６から口部に設けた取出スペース８２へ向かって上方へ搬送
することも可能であり、収容スペース６６から取出スペース８２へ向けて適宜に薬品を送
り出すための具体的機構は限定されるものでない。
【００７１】
　また、本実施形態では、健康管理作動の実行に際して、例えば生体情報を取得するため
の生体情報取得手段８４の各一種として、心拍数測定手段８６と、血圧測定手段８８と、
血糖値測定手段９０と、呼吸数測定手段９２と、体温測定手段９４と、呼気測定手段９６
と、声音測定手段９８とを、備えている。
【００７２】
　これらの生体情報取得手段８４は、使用者の必要に応じて選択的に採用され得るもので
あって、全てを備える必要はない。また、各生体情報取得手段８４の具体的構成は限定さ
れるものでなく、公知の測定機器が何れも採用可能である。例えば、心拍数測定手段８６
としては、使用者の首や手首などへ直接に触れて脈拍動を圧変化で検出する接触式の他、
体表に電極を当てて電位差により検出する心電式や、血流変化を検出する光学式などの何
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れも採用可能である。また、心拍数測定手段８６を実現する機器の装備も、例えばペット
ロボット１０の本体にセンサ部を装備させて、就寝中の使用者の特定部位に触れることで
心拍数を測定することも可能であるし、或いは、手首のバンド型や胸部への貼付型などの
装着具をもって人体に装着するウェアラブル型センサ部や、就寝用のベッドに敷設した圧
力検出シートで心拍に伴う圧力変動を検出する感圧シート型センサ部等を用い、それらセ
ンサ部による検出信号を無線でペットロボット１０の本体へ送信させるようにしても良い
。
【００７３】
　同様に、血圧測定手段８８としては、例えばペットロボット１０本体へコードで接続さ
れたカフやコトロコフ音の検出センサを上腕部等に装着して測定可能にする他、指先に装
着したウェアラブル型の測定装置を用い、かかる測定装置による検出信号を無線でペット
ロボット１０の本体へ送信させるようにしても良い。
【００７４】
　また、血糖値測定手段９０としては、例えばペットロボット１０本体に血糖測定用のチ
ップを装備しておいて、使用者が穿刺針で採取した血液や採取した尿を当該チップに付着
させて測定する他、測定用パッチを使用者の体表に貼付してウェアラブルとし、当該測定
用パッチによって取得された汗や血などの体液による血糖値データをペットロボット１０
本体へ無線送信させて測定することも可能である。
【００７５】
　更にまた、呼吸数測定手段９２としては、胸部の拡縮を測定するバンドを使用者に装着
させて無線データでペットロボット１０本体へ送信させる他、就寝用のベッドに敷設した
圧力検出シートで呼吸に伴う胸部の圧力変動を検出することで取得した呼吸数をペットロ
ボット１０本体で受信するようにしても良いし、就寝時の静寂な状況では、添い寝するよ
うに控えたペットロボット１０本体により、使用者の呼吸音をセンシングして呼吸数をカ
ウントすることも可能である。
【００７６】
　また、体温測定手段９４としては、ペットロボット１０本体と一体的に或いは別体で設
けた接触式の温度センサーを用いて使用者の体の所定部位を測温する他、赤外線などを用
いた非接触式の温度センサーで使用者の体の所定部位を測温することも可能である。より
具体的には、例えばペットロボット１０の頭部１８に接触式の温度センサーを設けておい
て、使用者が額を当該センサー部位に押し当てることで測温することも可能であるし、ペ
ットロボット１０の眼に装備した赤外線センサーにより、就寝中の使用者の額や首などの
所定部位の体温を、添い寝状態のペットロボット１０で非接触測温することも可能である
。
【００７７】
　さらに、呼気測定手段９６としては、例えばペットロボット１０本体の鼻等の部分にガ
スセンサーなどのガス分析装置を装備しておいて、吐息に含まれる揮発性有機化合物を含
む各種ガス成分を分析することができる。
【００７８】
　また、声音測定手段９８としては、例えばペットロボット１０本体の耳の部分に装備し
たマイク手段５２によって取得される使用者の発声データを周波数分析して声の変化を監
視するフーリエ変換を含む周波数測定装置を採用したり、デシベル測定装置による声の大
きさを測定したりすることができる。
【００７９】
　さらに、このような外部付加機器４６との間で信号を送受信して、健康管理作動の実行
や結果の報知などを行なうペットロボット１０の作動の制御を行なうための制御手段１０
０と、かかる作動の実行に際して用いられ又は得られる各種データを保存する記憶手段４
２とを、ペットロボット１０は、備えている。なお、制御手段１００は、ハードウェアと
して、マイクロプロセッサからなるＣＰＵ４０の他、必要に応じてＧＰＵ（画像処理ユニ
ット）等が追加されたり、ＭＣＵ（マイクロコントローラ）などが採用され得る。また、
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記憶手段４２は、一般に読み書き可能な半導体メモリが好適に採用されるが、電子データ
を記憶する各種記憶装置が適宜に採用可能である。
【００８０】
　本実施形態の制御手段１００は、健康管理作動の実行条件を検出して健康管理作動の開
始を指示するための実行条件検出手段１０４と、健康管理作動を実行するための健康管理
作動実行手段１０６と、特定の対象人を認識する対象人認識手段１０８を含んで構成され
て人を認識する人認識手段１１０と、移動手段４４を制御して人を追従作動させるための
人追従制御手段１１２と、人認識手段１１０によって人が認識される位置まで移動するよ
うに移動手段４４を作動制御する人探査制御手段１１４と、対象人認識手段１０８で対象
とされた人における予め設定された特定の動作を認識する対象動作認識手段１１６とを、
含んでいる。
【００８１】
　本実施形態の記憶手段４２は、作動プログラム記憶手段１２０と実行条件記憶手段１２
２の他、判定条件記憶手段１２４、健康管理情報記憶手段１２６、撮像画像情報記憶手段
１２８、対象人記憶手段１３０を含んでいる。作動プログラム記憶手段１２０は、ペット
ロボット１０の歩行移動や各種健康管理作動などの作動を実行するために各種外部付加機
器４６の制御処理を制御手段１００に実行させるためのプログラムを記憶している。また
、実行条件記憶手段１２２は、各種健康管理作動を開始するタイミングを決定する条件を
設定データとして記憶している。判定条件記憶手段１２４は、健康管理作動において例え
ば生体情報取得手段８４で取得された生体情報の値が正常値か否かを判定するための情報
を記憶している。健康管理情報記憶手段１２６は、健康管理作動において取得された情報
、例えば服薬の有無や体温の値などの情報を記憶する。撮像画像情報記憶手段１２８は、
撮像手段４８で取得された画像データを常時又は適時に記憶する。対象人記憶手段１３０
は、対象人を特定して健康管理作動を実行する際に、当該対象人を特定し得る情報として
、例えば画像情報や声音情報、身体情報などを記憶し得る。
【００８２】
　そして、本実施形態では、作動プログラム記憶手段１２０に記憶されたソフトウェアと
実行条件記憶手段１２２に記憶された設定データが、制御手段１００のハードウェアにロ
ードされて特定の演算処理を実行する装置が実現されることによって、制御手段１００に
おいて、所定の健康管理作動の実行の開始をペットロボット１０において指令する実行条
件検出手段１０４や、具体的な健康管理作動をペットロボット１０に実行させる健康管理
作動実行手段１０６が構成されるようになっている。更に、人を物から区別して予め設定
された対象とする特定の個人を特定対象人として認識する対象人認識手段１０８を含む人
認識手段１１０と、認識した人を追従するように移動手段４４を作動制御する人追従制御
手段１１２も、作動プログラム記憶手段１２０から所定のソフトウェアが制御手段１００
にロードされることによって、それぞれ構成されるようになっている。
【００８３】
　より詳しくは、実行条件検出手段１０４は、例えば健康管理作動を所定の時刻に実行す
るに際しては、作動プログラム記憶手段１２０からロードしたプログラムに従って、実行
条件記憶手段１２２に予め設定された時刻を読み出し、タイマー手段６０の出力信号が当
該所定の時刻となったか否かを判断し、当該所定の時刻になった場合に、健康管理作動の
開始信号を、健康管理作動実行手段１０６へ出力するように構成されている。
【００８４】
　そして、健康管理作動実行手段１０６は、作動プログラム記憶手段１２０からロードし
たプログラムに従って、例えば実行条件検出手段１０４から開始信号を受信したら、外部
付加機器４６に所定の作動を指示し、例えば医薬送出手段６２を作動させて収容スペース
６６に収容された薬品６８の適数個を取出スペース８２へ送り出す作動などを健康管理作
動として実行するように構成されている。
【００８５】
　また、人認識手段１１０における対象人認識手段１０８および人追従制御手段１１２は
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、作動プログラム記憶手段１２０からロードしたプログラムに従って、例えば図５に示さ
れているように、外部付加機器４６の撮像手段４８を利用して、人又は特定対象人を検出
したり、検出された人又は特定対象人を追従するように移動手段４４を作動制御するよう
に構成されている。
【００８６】
　すなわち、図５に示された例では、人又は特定対象人の検出又は追従の指示によってス
タート（Ｓ０１）すると、対象人記憶手段１３０から対象人を特定する記憶画像を読み出
す（Ｓ０２）と共に、撮像手段４８としての撮像カメラの撮像作動を開始する（Ｓ０３）
。そして、取得された撮像画像データをバッファに記憶し（Ｓ０４）、ステップ（Ｓ０２
）で対象人記憶手段１３０から読み出した特定対象人の記憶画像とのマッチング処理を行
なう（Ｓ０５）。かかる画像のマッチング処理による特定対象人の有無の判定（Ｓ０６）
の結果、特定対象人の存在が検出された場合には、人追従制御手段１１２による追従移動
を実行する（Ｓ０７）。一方、特定対象人の存在が検出されない場合には、Ｓ０４～０６
の撮像と画像マッチング処理による特定対象人の検索を繰り返して実行する。特定対象人
が外出等して撮像フレームから外れたら（Ｓ０８）、追従作動を終了して動作を完了する
。
【００８７】
　なお、所定時間が経過したり、特定対象人が所定の操作や動作を行なうことにより、特
定対象人の追従作動或いは検出作動を終了するようにしても良い。
【００８８】
　また、かかる特定対象人の検索に際しては、移動手段４４を適宜に作動させてペットロ
ボット１０を歩き回らせるようにすることで、住宅内で特定対象人を探す作動を並行的に
行なわせることにより、該人認識手段１１０によって人が認識される位置まで移動するよ
うに移動手段４４を作動制御する人探査制御手段１１４を構成しても良い。更に、画像の
マッチング処理に際しては、画像処理分野において近年に実用化が進んでいるディープラ
ーニングの処理技法を用いた人工知能の分野でのマッチング処理、例えば大域特徴と局所
特徴の学習による画像の認識処理なども採用することが可能であり、それによって、より
的確な特定対象人の検出作動が実現可能となる。また、特定対象人の検索を、上述の如き
画像処理に代えて、又は加えて、音声のマッチング処理や、身長等の特徴値のマッチング
処理を採用して行なうこともできる。身長等は、例えば光学式の測距装置を装備しておけ
ば、対象人との距離と画像上のサイズとによって算出することができる。
【００８９】
　さらに、人追従制御手段１１２による特定対象人の追従移動の実行は、例えば撮像手段
４８としての撮像カメラの撮像フレーム内での人の移動方向に対応して、移動手段４４を
制御し、撮像フレーム内に対象人が捉えられた状態を維持するようにペットロボット１０
を移動させることで実現され得る。なお、撮像フレームから対象人が外れてしまった場合
には、マイク手段５２から入力される音情報に基づいて、音や特定の音声の音源に向かう
ように移動手段４４を制御して、人追従作動の継続を試みるようにしても良い。
【００９０】
　また、対象となる人に、ＩＤタグ等を装着させても良い。そして、ペットロボット１０
に無線式のＩＤタグ検知手段等を装備させることで、特定対象人を一層効率的に且つ正確
に検索したり追従制御することが可能になる。
【００９１】
　更にまた、上述の如き検索や追従の作動に際して、特定対象人に代えて任意の人を対象
として作動させることも可能である。例えば、独居の場合には、任意の人を対象として検
索や追従の作動を行なうことができ、それによって、制御やプログラムの簡略化も可能に
なる。例えば赤外線カメラを採用して、動的又は静的な赤外線画像により人の存在を検知
することも可能である。
【００９２】
　以下、本実施形態のペットロボット１０における健康管理作動の具体例を、フローチャ
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ートを参照しつつ説明する。
【００９３】
　健康管理作動としての服薬の指示及び／又は管理の作動の一具体例が、図６に示されて
いる。ペットロボット１０がＯＮ状態になる（Ｔ０１）と、実行条件検出手段１０４にお
いて、タイマー手段６０からの時刻信号により実行条件記憶手段１２２に設定記憶された
服薬作動の実行予定時刻に到達したか否かが判定され（Ｔ０２）て、実行予定時刻に達し
たら実行条件が満足されたとして、健康管理作動実行手段１０６による服薬指示作動を実
行する（Ｔ０３）。
【００９４】
　服薬指示作動としては、例えばブザーを鳴らしたり、光を発したり、発音手段５０とし
てのスピーカー等からの音声信号によって「薬を飲む時間ですよ」と報知したりする作動
が採用され得る。或いは、それに代えて又は加えて、前述の健康管理作動実行手段１０６
による作動例のように、図４に示す如き医薬送出手段６２を作動させて、ペットロボット
１０に収容せしめた薬品の適数個を対象人が摘まみ取ることができる状態で外部に送り出
して提供する作動であっても良い。
【００９５】
　なお、このような服薬指示作動は、留守の状態で実行されても効果が乏しいことから、
例えば人認識手段１１０で人が認識されていることを、実行条件の成立の検出又は健康管
理作動実行手段１０６による健康管理作動の実行の条件として、服薬指示作動が実行され
るようにしても良い。
【００９６】
　さらに、本実施形態では、服薬の指示作動を行なった後、服薬が実行されたか否かを確
認することで、服薬指示の実効が図られている。即ち、上述の如き服薬指示作動の後、対
象人により、服薬が完了したことを示す特定の入力操作がされたか否かを検出する（Ｔ０
４）。かかる入力操作としては、服薬完了を意味する特定の押ボタンを操作する他、「薬
を飲みました」と対象人が服薬完了を意味する特定の声を発することで、ペットロボット
１０のマイク手段５２からの入力を言語処理するようにしても良い。或いは、図４に示さ
れた取出スペース８２に配した光電式等のセンサ（６４）により、提供された薬液が摘ま
み取られたことを検知することで、服薬が完了した入力操作と認定することもできる。
【００９７】
　そして、服薬完了の確認入力があった場合には、タイマー手段６０から得られる該当時
のタイムデータと関連付けて、服薬完了情報を健康管理情報記憶手段１２６に記憶する（
Ｔ０５）ことにより、服薬指示作動を終了する。
【００９８】
　一方、服薬指示作動の後に所定時間たっても服薬完了の確認入力がなかった場合には、
撮像手段４８としての撮像カメラを作動させ（Ｔ０６）て、前述の図５の作動態様に従っ
て、対象人の検知と追従の作動を開始する（Ｔ０７）。そして、得られた対象人の撮像画
像データをバッファに記憶させる（Ｔ０８）と共に、対象人記憶手段１３０から読み出し
た特定対象人における服薬動作の記憶画像とのマッチング処理を行なう（Ｔ０９）。
【００９９】
　かかる画像のマッチング処理（Ｔ０９）による判定（Ｔ１０）の結果、特定対象人が服
薬を行なったと判定された場合には、タイマー手段６０から得られる該当時のタイムデー
タと関連付けて、服薬完了情報を健康管理情報記憶手段１２６に記憶する（Ｔ１１）こと
により、服薬指示作動を終了する。なお、服薬動作の撮像画像データを、タイムデータと
関連付けて、撮像画像情報記憶手段１２８に記憶させても良い。
【０１００】
　また、画像のマッチング処理（Ｔ０９）による判定（Ｔ１０）の結果、服薬動作が確認
されなかった場合には、予め設定された所定時間に亘って確認動作を継続（Ｔ０７～１０
）した後、タイムオーバーとなり（Ｔ１２）、服薬の警告を発し（Ｔ１３）た後に、服薬
指示作動を終了する。なお、服薬の警告作動は、例えば、「薬を飲んでください」との音
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声を発音手段５０としてのスピーカーから発したり、特定の音を発すると共にモニタ手段
５４に服薬時刻である旨の表示をすること、或いは対象者の携帯電話などの携帯端末に向
けて、「服薬時刻」であることを報知するＥ－Ｍａｉｌ等を、外部送信手段５６を用いて
送信すること等によって実行され得る。
【０１０１】
　因みに、上述の如き撮像画像のマッチング処理による服薬の確認作動（Ｔ０６～１１）
は、服薬指示作動（Ｔ０３）の後に、服薬完了の入力確認作動（Ｔ０４～０５）に先立っ
て、或いは同時に並行して、行なうようにしても良い。なお、Ｔ１０において対象動作認
識手段１１６としてのＴ０６～Ｔ０９で認定される特定の動作としての服薬動作を実行条
件として、健康管理作動としての服薬情報の記憶作動Ｔ１１が実行されるものと把握する
ことも可能である。
【０１０２】
　さらに、健康管理作動としての生体情報の取得作動の一具体例が、図７に示されている
。ペットロボット１０がＯＮ状態になる（Ｕ０１）と、実行条件検出手段１０４において
、タイマー手段６０からの時刻信号により実行条件記憶手段１２２に設定記憶された生体
情報取得作動の実行予定時刻に到達したか否かが判定され（Ｕ０２）て、実行予定時刻に
達したら実行条件が満足されたとして、健康管理作動実行手段１０６による生体情報取得
作動の実行に移行する（Ｕ０３）。
【０１０３】
　一方、実行予定時刻に達していない場合には、撮像カメラを作動させ（Ｕ０４）て、前
述の図５の作動態様に従って、対象人の検知と追従の作動を開始する（Ｕ０５）。そして
、得られた対象人の撮像画像データをバッファに記憶させる（Ｕ０６）と共に、対象人記
憶手段１３０から読み出した特定対象人における特定動作の記憶画像とのマッチング処理
を行なう（Ｕ０７）。かかる特定動作の記憶画像は、例えば生体情報としての心拍数や呼
吸数の測定を就寝時に実行する場合には、動作としての就寝を特定し得る記憶画像とされ
、食事後に血糖値を測定する場合には、動作として食事を特定し得る記憶画像とされる。
【０１０４】
　かかる画像のマッチング処理による判定（Ｕ０８）の結果、マッチング画像が存在し、
特定対象人が予め設定された生体情報の取得タイミングの条件を満たしたと判断された場
合には、実行条件が満足されたとして、健康管理作動実行手段１０６による生体情報取得
作動の実行に移行する（Ｕ０３）。即ち、Ｕ０８において対象動作認識手段１１６として
のＵ０４～Ｕ０７で認定される特定動作を実行条件として、健康管理作動としての生体情
報取得作動が実行されるものと把握することも可能である。
【０１０５】
　なお、生体情報取得作動は、実行条件検出手段１０４において設定された実行条件と対
応付けて予め健康管理作動実行手段１０６に設定された作動内容であり、生体情報取得手
段８４を構成する各測定手段である心拍数測定手段８６，血圧測定手段８８，血糖値測定
手段９０，呼吸数測定手段９２，体温測定手段９４，呼気測定手段手段９６，声音測定手
段９８の何れかを利用して、対象人における心拍数や血圧などの生体情報を取得するもの
である。具体的には、例えば就寝状態にあること等を実行条件として心拍数や呼吸数等が
取得されたり、所定時刻になったこと等を実行条件として血圧や体温、呼気等が取得され
たり、起床時であること等を実行条件として声音等が取得されたり、食後であること等を
実行条件として血糖値等が取得されたりする。
【０１０６】
　そして、取得された生体情報の値は、取得時刻のタイムデータと関連付けて健康管理情
報記憶手段１２６に記憶される（Ｕ０９）と共に、判定条件記憶手段１２４に予め記憶さ
れた許容値と比較されて（Ｕ１０）、かかる比較結果が許容範囲内で良好とされるか否か
が判定される（Ｕ１１）。比較結果が許容範囲内で、健康管理状態が良好と判断された場
合には、生体情報取得作動を終了する。一方、取得した生体情報の測定値が許容範囲から
外れていたら、発音手段５０やモニタ手段５４等を用いて音や光などで警告を使用者へ報
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知したり、外部送信手段５６を利用して専門家や所定の監視者などの第三者に対してＥ－
Ｍａｉｌ等で報知する作動（Ｕ１２）を実行してから、生体情報取得作動を終了する。
【０１０７】
　なお、タイマー実行条件（Ｕ０２）に従って予定時刻への到達時に生体情報取得作動（
Ｕ０３）を実行するに際しても、前述の図５に記載の如き対象人の検出と追従の作動を行
なって、対象人を把握してから、生体情報取得作動を実行することも可能である。尤も、
タイマー実行条件（Ｕ０２）において予定時刻に達した際に、ブザーや光、モニタ手段５
４による表示、「血糖値を測定する時間ですよ」等の発音手段５０等による音声信号によ
る報知、Ｅ－Ｍａｉｌ等による対象人への報知などを実行することによって、対象人に対
してペットロボット１０へ近づくように指示したり、更に自主的に呼気を測定手段へ吹き
かけさせたり、体温測定などを実行するように促しても良い。
【０１０８】
　また、図７に示されたフロー図に従う作動により生体情報の取得を試みたものの、対象
人が把握できなかったり、測定信号の入力がなかった等の理由によって生体情報が取得で
きなかった場合には、取得できなかった結果をタイムデータと関連付けて健康管理情報記
憶手段１２６に記憶することもできる。
【０１０９】
　更にまた、本実施形態のペットロボット１０は、外部受信手段５８を備えていることか
ら、適宜に、例えば取得した生体情報の測定値の判定（Ｕ１１）において、判定結果が許
容範囲から大きく外れていた場合には、外部送信手段５６を利用して専門家や知人などの
第三者へ報知する（Ｕ１２）と共に、外部受信手段５８により外部からのコンタクトを受
け取って処理することが望ましい。具体的には、例えば外部の専門家や知人などからの安
否確認や対策指示などの情報を、発音手段５０を通じて音声信号として対象人へ伝えたり
、モニタ手段５４を通じて文字等の視認信号として対象人へ伝えたりすることができる。
【０１１０】
　なお、このような外部受信手段５８による外部の専門家や知人などからの安否確認など
の情報の取得と対象人への伝達は、常時に許容することも可能である。また、例えば図６
に例示した服薬指示の健康管理作動に際して、連続して複数回の服薬指示が無視された場
合に、何らかの異常があったものと判定して、外部送信手段５６により外部の専門家や知
人などに報知すると共に、外部受信手段５８により外部からの安否確認の情報を音声信号
等で対象者へ伝えることもできる。更にまた、外部送信手段５６と外部受信手段５８を併
用して、外部の専門家や知人との間で、使用者が音声や視認文字などにより交信すること
を可能としても良い。
【０１１１】
　また、本実施形態のペットロボット１０は、撮像手段４８および外部送信手段５６とモ
ニタ手段５４および外部受信手段５８を備えていることから、例えば撮像手段４８で撮像
した静止画や動画の画像データを外部に送信したり、外部からの静止画や動画の画像デー
タを受信してモニタ表示したりすることも可能である。それ故、例えば使用者の安否を画
像で確認することもできるし、テレビ電話のように使用者が外部の第三者と交信すること
も可能となる。なお、ペットロボット１０がモニタ手段を備えない場合でも、ペットロボ
ット１０の外部受信手段５８による受信データを、別途に準備したテレビなどのモニタ装
置に送信することで画像表示可能としても良い。このようにして、外部送信手段５６、外
部受信手段５８等が外部との相互通信手段の一例として備えられていても良い。
【０１１２】
　更にまた、ペットロボット１０が備える記憶手段４２を構成する各種記憶手段１２０，
１２２，１２４，１２６，１２８，１３０は、全てをペットロボット１０に内蔵装備させ
る必要はない。例えば、無線送受信機能を利用して、外部に設置したサーバ装置の記憶手
段を利用することも可能である。例えば複数の端末等からアクセス可能なクラウドシステ
ムを利用して記憶手段を構成すれば、外部からの作動や健康管理状況の結果を一層容易に
確認等することも可能になる。
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【０１１３】
　その他、ペットロボット１０は、４足や２足による歩行型の移動手段の他、回転式のタ
イヤなどによる移動手段や、クローラタイプの移動手段なども適宜に採用可能である。各
種の移動手段は、ペットロボット１０が移動する環境を考慮して、例えば段差の有無や階
段の有無、障害物の程度などを考慮して、適宜に採用され得る。
【０１１４】
　また、本発明において採用される撮像手段や作動プログラムを含む制御手段は、特に限
定されるものでなく、汎用的なものも実用レベルで採用できる。因みに、ペットロボット
１０に装備できる程度のカメラサイズで、画像データのパターンマッチングの処理の高速
な実行機能を備えた処理システムが、現在の技術でも実現可能であることは、例えば既に
市販されているコグネックス社（Ｃｏｇｎｅｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の商品名であ
る「インサイト　マイクロ　８０００シリーズ」（Ｉｎ－Ｓｉｇｈｔ　Ｍｉｃｒｏ　８４
００等) を考慮すれば理解されるところである。
【０１１５】
　更にまた、本発明において外部からの各種指令信号や測定結果等をペットロボット１０
へ入力するに際しては、情報の無線送受信機構による他に、タッチスイッチ等を用いて手
動入力するようにしても良いし、マイク手段５２から入力される音声を公知の言語認識ソ
フト等を用いてＣＰＵ４０により処理することで入力を音声で認識させることも可能であ
る。
【０１１６】
　さらに、具体的に対象とされる健康管理作動は前述の実施形態に限定されるものでなく
、各種の健康管理が対象とされ得る。例えば、パターンマッチングなどによる画像認識に
よって一日の食事の回数や、ご飯の量（お代わりした回数）などを検出および管理したり
、常時追従作動させて一日の移動距離や歩行数を検出および管理することも可能であり、
ウェアラブルの歩数計等を対象人（使用者）が装着することで運動管理もより正確に行な
うことが可能になる。
【０１１７】
　また、一つの住宅内で、複数台のペットロボットを稼働させて、それらを相互に無線送
受信で同期させて情報を共有させることも可能である。これにより、例えばベッドの上で
添い寝するペットロボットと、１階の住宅内を追従動作するペットロボットと、２階の住
宅内を追従動作するペットロボットと、風呂内で監視するペットロボットとを、併用する
ことも可能となり、それぞれの環境に適合した機能や性能を各ペットロボットに装備させ
ることもできる。特に、就寝時に呼吸数や体温などを測定する場合には、添い寝するペッ
トロボットにより生体情報を取得することが有利であり、例えば赤外線式の体温計で首回
りの体温を測定したり、呼吸音を採取して就寝中の呼吸数を測定することも容易となる。
また、風呂内やトイレ内などへのペットロボットの配置が可能とされて、心拍数や異常体
動を検出管理できるようにすることで、対象人の健康の管理を一層高度に実現可能になる
。
【０１１８】
　また、本発明においては、ペットロボット１０に関する使用者へのサービスを、会員制
度をもって提供することも可能であり、それによって継続した保守や管理の他、一層充実
した利便性を提供することもできる。具体的には、ソフトウェアやハードウェアの点検や
修理を、会員制度をもって、定期的に又は必要に応じて提供するサービスを実施すること
が可能である。
【０１１９】
　具体的には、例えば使用してきた愛着のあるペットロボット１０について、引っ越しや
住宅立て替えなどに対応して、適合した移動手段や機能となるようにハードウェアの一部
を交換するサービスの他、使用期間に応じて次第に成長して大型化するようにハードウェ
アの一部又は全部を交換するサービスを提供することも可能である。また、使用してきた
愛着のあるペットロボット１０について、外観を維持しつつ制御系のＣＰＵや外部付加機
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等を図ったり、ソフトウェアを変更して必要な機能を適宜に追加又は削除することで、環
境等の変化に対応した都度のオリジナル化を実現することも可能である。
【０１２０】
　或いは、会員制度をもってクラウドシステム等による記憶手段の提供を利用可能とし、
例えば無線式の外部送受信手段を介して、インターネット上のサーバーシステムなどに常
時接続することなども可能である。これにより、例えば移動するペットロボット１０で得
られる撮像画像を、連続的に一週間や一ヶ月などの比較的に長期間に亘って外部の記憶手
段に記憶させておくことも可能になり、外部の記憶手段に記憶した画像データを適宜に利
用して、使用者の健康状態の把握等を行なうことも可能となる。
【０１２１】
　なお、会員制の管理システムとしては、ペットロボット１０の使用者毎について、個人
を特定できる氏名や住所などの情報を含む単なる会員登録だけでサービスを提供すること
も可能であるが、定期的又は一時的な会員料金の支払いを条件としてサービスを提供する
ようにしても良い。会員料金の支払いおよびサービス提供の管理システムは、例えば本出
願人が特開２０１０－２０５２９４号公報などで提示したコンタクトレンズを提供するた
めの会員制度であって、定期的な会員料金の支払いを要件として会員サービスを提供する
管理システムなどを利用することも可能である。
【０１２２】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更，修正
，改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が、
本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、
言うまでもない。
【符号の説明】
【０１２３】
１０：ペットロボット、４０：中央演算処理装置（ＣＰＵ）、４２：記憶手段、４４：移
動手段、４６：外部付加機器、４８：撮像手段、５０：発音手段、５２：マイク手段、５
４：モニタ手段、５６：外部送信手段、５８：外部受信手段、６０：タイマー手段（タイ
マー）、６２：医薬送出手段、６４：医薬検出手段、６６：収容スペース、６８：薬品、
７０：放出孔、７２：円板、７４：中心軸、７６：収容凹部、７８：ハウジング、８０：
導出孔、８２：取出スペース、８４：生体情報取得手段、８６：心拍数測定手段、８８：
血圧測定手段、９０：血糖値測定手段、９２：呼吸数測定手段、９４：体温測定手段、９
６：呼気測定手段、９８：声音測定手段、１００：制御手段、１０４：実行条件検出手段
、１０６：健康管理作動実行手段、１０８：対象人認識手段、１１０：人認識手段、１１
２：人追従制御手段、１１４：人探査制御手段、１１６：対象動作認識手段、１２０：作
動プログラム記憶手段、１２２：実行条件記憶手段、１２４：判定条件記憶手段、１２６
：健康管理情報記憶手段、１２８：撮像画像情報記憶手段、１３０：対象人記憶手段
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